
 

鳥取大学附属学校校（園）長候補者選考規程 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，鳥取大学の管理運営に関する規則（平成１６年鳥取大学規則第５７

号）第２６条第８項及び鳥取大学附属学校部運営委員会規則（平成１６年鳥取大学附属

学校部規則第１号）第２条第３号の規定に基づき，附属幼稚園長候補者，附属小学校長

候補者，附属中学校長候補者及び附属特別支援学校長候補者（以下「校（園）長候補者」

という。）の選考に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （選考の時期） 

第２条 校（園）長候補者の選考は，次の各号のいずれかに該当する場合に行う。 

  一 校（園）長の任期が満了するとき。 

  二 校（園）長の辞任の申し出を，学長が承認したとき。 

  三 校（園）長が欠員となったとき。 

 （選考委員会） 

第３条 校（園）長候補者を選考するため，選考委員会を設ける。 

２ 選考委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

 一 附属学校部長 

  二 当該附属学校（園）の教員 ３人（附属幼稚園においては２人） 

  三 鳥取大学附属学校部運営委員会規則第３条第１項第３号の委員 

３ 前項第１号及び第３号に掲げる委員が校（園）長候補者となったときは、当該委員は、

委員を辞任するものとする。 

 （委員長） 

第４条 選考委員会に委員長を置き、附属学校部長をもって充てる。ただし、前条第３項

により附属学校部長が委員を辞任した場合は、その他の委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は委員会を主宰する。 

３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。 

第５条 選考委員会は，第２条第１号の場合は任期満了の日の４０日以前に，同条第２号

及び第３号の場合はその事由発生後速やかに設置しなければならない。 

第６条 選考委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって開くものとする。 

第７条 選考委員会は，校（園）長候補者３人以内を選出し、鳥取大学附属学校部運営委

員会に報告するものとする。 
（校（園）長候補者の決定） 
第８条 鳥取大学附属学校部運営委員会は，選考委員会の選考結果に基づき，校（園）長

候補者１人を決定する。 

（学長への推薦） 

第９条 附属学校部長は，前条の校（園）長候補者を学長に推薦する。 
  （任期） 

第１０条 校（園）長の任期は２年とし，再任を妨げない。 

２ 第２条第２号及び第３号の場合の任期は，前任者の残任期間とする。 
 



 （雑則） 

第１１条 この規程の定めるもののほか，校（園）長候補者選考に関し必要な事項は，選

考委員会が定める。 

 

   附 則（平成１６年鳥取大学附属学校部規則第２２号） 

  この規程は，平成１６年４月１９日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１８年鳥取大学附属学校部規則第３号） 

  この規程は，平成１８年１月１１日から施行する。 

      附 則（平成１９年鳥取大学附属学校部規則第８号） 

  この規程は，平成１９年４月１日から施行する。 

      附 則（平成２０年鳥取大学附属学校部規則第６号） 

  この規程は，平成２０年２月１９日から施行し，平成１９年１２月２６日から適用する。 

      附 則（平成２６年鳥取大学附属学校部規則第１２号） 

  この規程は，平成２６年１１月１０日から施行する。 
     附 則（平成２８年鳥取大学附属学校部規則第２２号） 

  この規程は，平成２８年１２月１５日から施行する。 

 


